
確約手続に係る通知（法48条の６）

【確約計画の概要】

確約計画の認定申請（法48条の７①）

既に行っていないこと
等を取締役会で決議

取引先への通知，
消費者への周知等

今後，同様の行為
を行わない

コンプライアンス体制の整備 措置の履行状況報告

認定（法48条の７③）
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※上記確約措置が，措置内容の十分性及び措置実施の確実性
の各要件に適合すると認める。（独占禁止法に基づく行政処分）

※違反被疑行為及び確約措置に係る行為については排除措置
命令を行わない。（法48条の８）

※なお，認定した確約措置が実施されていないと認めるとき
等は，認定を取り消す。（法48条の９①）

確約手続の概要


